丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付申請チェックリスト

申請者氏名：　　　　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
設置場所：丸亀市　　　　町　　　　　　　　　　　　　　生年月日：　　　　年　　月　　日　
使用人数：　　人　□申請者　□配偶者　□子（　　　人）　□その他（続柄　　　　,　　人） 
設置補助金区分　：　　　　　　　　※裏面参照　単独転換補助金区分：　　　　　　　※裏面参照
既存槽の種類　　：　□あり（　□汲み取り　□単独　　）　□なし　 　
既存槽の取り扱い：　□撤去済み　□撤去予定　□撤去不可　　
	提出書類
	申請者
	受付者

	１
	補助金交付申請書
	□
	□

	２
	浄化槽設置届出書（審査機関経由済のもの）
	□
	□

	３
	債権者登録申出書
	□
	□

	４
	誓約書（自署または記名押印）
	□
	□

	5
	浄化槽に関する概要書の写し
	□
	□

	6
	建築確認通知書の写し
	□
	□

	7
	設置場所の位置図
	□
	□

	8
	平面図及び予定配置配管図　　※単独転換の場合は配管距離も記載
	□
	□

	9
	平面図及び現況配置配管図　　※単独転換のみ
	□
	□

	10
	設置工事見積書の写し
	□
	□

	11
	単独浄化槽撤去工事見積書の写し　　※単独転換のみ
	□
	□

	12
	配管工事見積書の写し　　※単独転換のみ
	□
	□

	13
	工事請負契約書の写し　　
	□
	□

	14
	認定書
	□
	□

	15
	型式認定書（構造図）
	□
	□

	16
	登録浄化槽管理票（C票）
	□
	□

	17
	登録証
	□
	□

	18
	保証登録証
	□
	□

	19
	浄化槽設備士免状の写し　　※人数分
	□
	□

	20
	既存槽が撤去できない理由書　　※既存槽該当の場合のみ
	□
	□

	21
	基礎コンクリート既製品使用承認願い　※該当底版使用の場合のみ
	□
	□


　※申請内容に虚偽が判明した場合は、補助金の不交付又は交付取消しとなることがあります。
　　申請者本人が責任をもってご記入いただきますようよろしくお願いいたします。

市記入欄
	設置場所
	□浄化槽区域　　□全体計画区域　　□事業計画区域

	設置補助金
	□国補助　　　　□市単独補助（□全額　□半額）

	撤去補助金
	□国補助　　　　□県独自補助　　　□補助対象外

	配管補助金
	□国補助　　　　□県独自補助　　　□補助対象外


（裏面）


設置補助金区分　※該当する区分に〇をし、表面に転記
	
	理由
	区分

	新築
	市外から転居して新築家屋に設置
	１

	
	賃貸住宅（集合住宅）から転居して新築家屋に設置
	２

	
	賃貸住宅（戸建て）から転居して新築家屋に設置
	３

	
	単独浄化槽の家屋から転居して新築家屋に設置
	４

	
	単独浄化槽の家屋を取り壊して新築家屋に設置
	５

	
	汲み取り便槽の家屋から転居して新築家屋に設置
	６

	
	汲み取り便槽の家屋を取り壊して新築家屋に設置
	７

	
	下水道に接続された家屋から転居して新築家屋に設置
	８

	
	合併浄化槽の家屋から居住者の一部が転居して新築家屋に設置
	９

	
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	10

	転換（設置替え）
	単独浄化槽の家屋を増築し設置替え
	11

	
	単独浄化槽の家屋を増築せず設置替え
	12

	
	汲み取り便槽の家屋を増築し設置替え
	13

	
	汲み取り便槽の家屋を増築せず設置替え
	14




単独転換補助金　※設置補助金区分11又は12の場合のみ該当する区分に〇をし、表面に転記
	内容
	区分

	敷地内の単独浄化槽を全撤去し配管を新設する　（撤去費及び配管費補助申請）
	①

	敷地内の単独浄化槽を全撤去し配管を新設する　（撤去費補助のみ申請）
	②

	敷地内の単独浄化槽を全撤去できないが配管を新設する　（配管費補助申請）
	③

	敷地内の単独浄化槽を全撤去できないが配管を新設する　（配管費補助申請しない）
	④


※③④は撤去できない理由書が必要、③は撤去できない理由により配管費補助申請可能
